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・ また、世界遺産登録は、あくまでも明治日本の産業⾰命について。歴史的には、1910

年に⾏われた日英博覧会において、日本の技術が世界に認められており、そこがゴール。

そのため、それ以降の戦時徴⽤は世界遺産の価値とは全く関係のない話。 

 
■ 保全 

・ ⽂化財指定を受けているものは、⽂化庁からの補助⾦（補助率 1/2）が出る。残りは地

元（県・市）で負担。 

・ 軍艦島は、日本最古の鉄筋コンクリート構造物。恒久的な保存方法となる技術は現時点

ではない。本格的な補修には数百億円要するとの試算も。 

・ 軍艦島は、ツアーで歩けるエリアを限定していることから、観光客が増えたことによる

劣化はない。なお、入場料として＠３００円を支払ってもらっている。 

・ ICOMOS から、追加的勧告（「保全計画を策定すること」「受入可能な人数（定員）

を設定すること」）を受けており、保全計画は平成 26 年から策定作業に着手している。 

・ ⻑崎港は、保守整備も含めた通常の経済活動が保全に該当する。そのため、保全費⽤は

結果的に事業者が負担。ただ、施設の公開等、実際の事業に関係のない事由に伴う事業者

の負担増は、市が負担することとしている。 

 
■ ガイド 

・ ⻑崎には、⻑崎コンベンション協会が運営する「⻑崎さるく」という市⺠ガイドが数百

名単位で存在し、ガイドを⾏ってもらっている。 

・ 小菅修船場跡などでは、地元の自治会有志でガイドをしてくれるような動きもある。 

 
■ 行政の関わり 

・ 産業遺産の登録は、市⺠からの盛り上がりなどではなく、⾏政主導で進められた。 

・ 世界遺産推進室は、平成 20 年度は８人だったが、現在は 12 人体制。 

・ 市所有ではない施設の場合、⽂化財登録がされていないと、⾏政が関わっていくことは

難しい。 

・ 世界遺産の登録は、対外的（議会等）には、交流人⼝の拡大に繋がり、経済的な利益が

拡大するということを掲げていたが、市役所内では、市⺠に、自分たちの住んでいる⼟地

にはすごい価値があるということを知ってもらいたい、気づいてもらいたい、という思い

が強かった。 

・ 県との関わりでは、施設が全て⻑崎市内にあったこともあり、県よりは市が中心となっ

て作業を進めてきた。 

備  考 
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明治北海道の産業⾰命遺産等の保全・活⽤に関するグランドデザインの作成 
〜「北海道ミュージアム構想」との連動に向けて〜 

プロポーザル型政策形成事業 先進地調査報告書 
【記入者：早坂】 

1.調査概要 

訪 問 先 ⻑崎県文化観光国際部世界遺産登録推進課 

相 手 総括課⻑補佐 村﨑 俊⼀、課⻑補佐 五貫 裕 

日  時 平成 27 年 10 月６日（火）９:15 〜 10:00 

場  所 ⻑崎県文化観光国際部世界遺産登録推進課内 打合せスペース 

調 査 者 東課⻑ ／ 錦野主査 ／ 早坂係⻑ 

調査趣旨 世界遺産登録の経緯、他の自治体との調整、産業遺産の保全と活⽤について 

 

2.調査結果 

調査結果 

 

■ 行政の関わり 

・ 世界遺産登録推進課は、元々は教会遺産群の登録のために教育庁に設置されたが、その

後、世界遺産をどう活かすかという観点から、知事部局へ移管された。現在 15 名体制だ

が、産業遺産に特化している者は１名のみで、ほとんどが教会遺産群を担当。 

・ 教会遺産群は、県内の５市２町にまたがっており、県が積極的に主導してきたが、産業

遺産は、⻑崎市に集中し、所有者も三菱と市の２者のみのため、市が中⼼となって登録作

業等を進めてきた。 

 
■ 世界遺産の登録 

・ 教会遺産の場合は、どういう価値付けができるか、海外の専門家等に依頼し、現在まで

「⻑崎県世界遺産学術会議」を 15 回開催している。 

・ 学術会議では、最初は幅広に資産を取り上げて、絞り込んでいく作業を⾏った（30 施

設→14 施設）。 

・ ユネスコの世界遺産暫定リストに登録された段階ではまだコンセプトが固まっていなか

った。教会建築だけでは弱く、城跡や集落も加え、キリスト教の伝播・浸透の歴史性を付

加している。 

・ 対象施設は全て文化財指定済。市所有の施設だけではなく、カトリック⻑崎⼤司教など

が所有している施設も多く、保全に係る所有者負担への⽀援も⾏っている。 

備  考 
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明治北海道の産業⾰命遺産等の保全・活⽤に関するグランドデザインの作成 
〜「北海道ミュージアム構想」との連動に向けて〜 

プロポーザル型政策形成事業 先進地調査報告書 
【記入者：錦野】 

1.調査概要 

訪 問 先 大牟田市（企画総務部世界遺産登録・文化財室） 

相 手 坂井主査 

日  時 平成２７年１０月６日（火）16:00 〜 17:30 

場  所 会議室 

調 査 者 東課⻑ ／早坂係⻑／ 錦野主査  

調査趣旨 世界遺産登録の経緯、他の自治体との調整、産業遺産の保全と活⽤について 

 

2.調査結果 

調査結果 

■世界遺産の登録に至る経緯 

 ・文化財の観光資源化については、当方も昔北海道の関係者に招かれて来道したこともあり、

小樽運河の取組、函館の⾦森倉庫、サッポロビールなどの例を参考にさせていただいた。当

時文化庁の担当からもやるようにたきつけられた。 

・今回の登録は、産業遺産国⺠会議の加藤康子さんや海外の専門家の影響が大きい。 

・三池炭鉱が閉山されて以降、どういう施設が残っているかデータベースを⻑年整理してきた

のが役にたった。平成９年の閉山対策の跡地利⽤の⼀つとして、三池炭鉱関連施設の保存が

入ったのも大きかった。ただ三位⼀体改⾰や三セク破綻対策などに追われ、世界遺産への取

組は平成１８年頃から開始された。 

・世界遺産取組のきっかけは、九州知事会で⿅児島県知事が提唱したのが始まりで、他の県は

おつきあい程度。１回目の暫定リスト入りは落選し、２回目で北海道・北東北の縄文文化と

同じくらいの時期に暫定リスト入りした。 

・海外の専門家の助言もあり、比較対象として九州の産業遺産が、世界的に価値があるかどう

かについて、国内や海外の施設との比較研究していく中でその価値を先鋭化していく作業を

⾏った。例えば三池港は、グラスゴーの施設やリバプールの施設に匹敵する価値があるもの

で、かつ現在も港として使⽤していることが評価された。 

・産業遺産でも石炭は「石炭産業」として運搬手段も含め⼀体的に説明している。 

・三池炭鉱は囚人労働、炭鉱争議、戦時中の強制連⾏、捕虜の扱いなど負の部分も多いが、そ

のあたりは石炭産業科学館で様々に展示している。 

・炭鉱争議については組合も第⼀と第二に分かれ対⽴が続いているが、炭鉱事故の５０周年を

期に関係者が⼀同に会する場がやっと設けられるなど、⻑く尾を引いている。 

・世界遺産への取組に当たっては、この部署を設置する際に教育委員会から学芸員を入れると

ともに、国への派遣なども⾏った。このとき、国への派遣から市の担当者が市役所に戻る際
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には企画部門の中でも市の計画を担うセクションに入れるよう、当時の教育⻑が提案したこ

とが後に大きく影響した。産業遺産の取組が市のあらゆる基本的な計画に位置づけられ、庁

内調整がスムーズに⾏われたことが、各種作業に大いに役⽴った。 

 

■個々の具体的な保全対策 

 ・宮原坑については現在市の所有であり、文化財としての文化庁のフレームで保全を⾏ってい

る。世界遺産暫定リストの話があった際、同時並⾏で平成１８年度から文化財指定を取るの

が大変だった。宮原坑については既に指定されていたが鉄道敷跡はユネスコに推薦書を出す

ぎりぎりまでかかった。 

 ・宮原坑は推薦書に添付する管理保全計画は策定したが、整備活⽤計画は策定中。耐震補強は

やったが億単位かかり、産炭地対策の交付⾦を活⽤させて頂いた。 
 ・三池港については、港湾法の中で位置づけられ、現在は福岡県に管理が移管されている。 

 ・三池専⽤鉄道敷跡は、レールが撤去された跡、昭和４０年代にガス管、水道管を入れたため、 

他の施設に転⽤できなかったことが結果的に保全につながった。 

■市⺠の気運醸成を図るための取組 

 ・宮原坑は出前講座やＰＲサイン等の設置、展示、缶バッジ作成など、思いつく限り⾏ってい

る。子どものイベントでゴミ拾い大会なども企画し、まちづくり協会、町内会⻑をからめる

と反対の声が少なくなった。地元マスコミも好意的に取り上げてくれた。 

 ・小学校の副読本に三池炭鉱や三池港の話を入れ、学習に活⽤してもらっている。各学校から

も出前講座の依頼が多い。 

  

■世界遺産登録後の影響・観光・イベント関連 

・施設への訪問客は、世界遺産登録後、対前年比で５倍に増えた。（休日：登録前１００〜２

００人→登録後５００〜１０００人）富岡製糸場が世界遺産に登録された事例を⾒ており、

駐⾞場の整備も想定通りだった。ちなみにシルバーウイークでは１日６００人程だった。 

・応対についてはボランティアガイドが２人程度だったがもう無理で、シルバー人材センター

に平日２人、休日５人追加依頼している。 

・年間規模では数万人程度であり、観光地化しているとは言えない。 

 

■その他 

 ・⾏政主導で世界遺産への取組は進められた。文化的・歴史的価値を認めてもらうため、色々

な活動をやった。市議会からも異論があり、対応が大変だった。 

・平成１８年頃から、元炭坑マンなどにインタビューをし、映像に記録することも重要という

ことで実施している。 

備  考 
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明治北海道の産業⾰命遺産等の保全・活⽤に関するグランドデザインの作成 
〜「北海道ミュージアム構想」との連動に向けて〜 

プロポーザル型政策形成事業 先進地調査報告書 
【記入者：錦野】 

1.調査概要 

訪 問 先 荒尾市（教育委員会生涯学習課世界遺産推進室） 

相 手 
教育委員会生涯学習課世界遺産推進室：岩本室⻑、勢田  

建設経済部産業振興課：⾺場観光推進室⻑ 

日  時 平成２７年１０月７日（水）13:00 〜 14:30 

場  所 会議室 

調 査 者 東課⻑ ／早坂係⻑／ 錦野主査  

調査趣旨 世界遺産登録の経緯、他の自治体との調整、産業遺産の保全と活⽤について 

 

2.調査結果 

調査結果 

■世界遺産の登録に至る経緯 

 ・登録までの経緯については別紙のとおり。 

・元々、産炭地であり、閉山後、炭鉱遺産では初めて国から史跡、重要文化財として位置づけ

られ、保全に取り組んでいる。 

・産業遺産の取組に関して文化庁も初めてなので、スチュワートスミス、ニールコソンなどの

海外の専門家も加わったが、例えば耐震補強を施すにしても、日本の基準で必要だったが、

海外の専門家からは産業遺産としての機能を損なう部分は指摘があった。 

・文化庁も産業遺産に関して、従来の保全一辺倒から、活⽤も含めた話が出るようになったと

最近感じている。 

・登録された施設は、鉄道遺産の三池炭鉱専⽤鉄道敷跡や港湾遺産の三池港などで隣の大牟田

市の施設とも機能的に関連していることもあり、世界遺産登録前から大牟田市ともイベント

等で連携をしている。 

 

■個々の具体的な保全対策 

 ・世界遺産の視点においては、推薦書や管理保全計画（ＣＭＰ）に基づき計画的に保存整備を

⾏う。文化財エリアについては、国史跡の保存管理計画等で計画的に保全を⾏う。 
・当市の施設は市が管理している。国、県、市の負担で文化庁の補助⾦を使う保全を⾏うこと 

も今後ある。 

・経常的な施設運営費については、指定管理料と入場料収入があるが不⼗分。寄付⾦等を受け 

入れる基⾦の創設も検討している。 

・地域も、ボランティア団体が草刈りや清掃に協⼒してくれている。地域の宝として認知され 

てきている。 
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■市⺠の気運醸成を図るための取組 

 ・産業遺産等の知名度向上、イメージアップ対策として、シンポジウム開催、啓発⽤ＤＶＤ製

作等⾏っている。世界遺産登録後、市のイベントや⾏事も増えた。 

 

■世界遺産登録後の影響・観光・イベント関連 

・万田坑の世界遺産登録後は、７〜９月の入場者数で比較すると前年度比５倍に増えた。 

・問い合わせが多いほか、訪問客には学芸員の対応では応対できず、シルバーセンターから追

加で派遣を依頼している。 

 ・万田坑市⺠ガイド育成講座によるボランティアガイドの育成も⾏っている。ＪＴＢから講師

も呼んでいる。 

 ・肝心の役場内の職員への啓発が不⼗分で当方が応対に追われることが多かったため、市職員

を対象に全庁的な勉強会を⾏っており、簡単な施設案内などは、他の部署でも対応してもら

うよう体制を整備している。幅広く分野が横断するため、各種業務遂⾏に苦労しており、市

⻑部局への移管も現在検討している。 

 

■その他 

・熊本県とは情報共有している程度。連携という意味では、県が異なるが大牟田市と荒尾市は

元々生活圏も同じなので、役場同士で連絡を取り合っている。 

・北海道からは、１０数年前に⽯炭産業の関係で空知から視察に訪れていた模様。今回の訪問

も何かの縁ではないか。 

 ・ユネスコに提出した管理保全計画に掲載された櫓の写真では第一竪坑と第二竪坑があるが、

現在当市にあるのは第二竪坑。第一竪坑の櫓部分は施設廃止後、昭和２９年に芦別市に移設

した。 

※芦別市の施設は現在取り壊し。 

 

備  考 
■現地視察 

 施設の保存状態は良好。 
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明治北海道の産業⾰命遺産等の保全・活⽤に関するグランドデザインの作成 
〜「北海道ミュージアム構想」との連動に向けて〜 

プロポーザル型政策形成事業 先進地調査報告書 
【記入者：東】 

1.調査概要 

訪 問 先 ⿅児島県（世界遺産登録推進協議会事務局） 

相 手 企画部 田中世界文化遺産総括監 

日  時 平成２７年１０月８日（木）8:45 〜 10:30 

場  所 世界文化遺産課内会議室 

調 査 者 東課⻑ ／ 錦野主査  

調査趣旨 登録手続き、登録スケジュールや他の自治体との調整について 

 

2.調査結果 

調査結果 

■ヒアリング項目１＜世界遺産の登録に向けた経緯＞ 

 ・登録までの経緯については別紙のとおり 

・文化庁の補助事業（近代化遺産総合調査事業）を活⽤して、「⿅児島県の近代化遺産」を 

  作成したのが、世界遺産の暫定リストに掲載資料のベースとなる。 

 ・島津さんが世界遺産登録を熱心にやっていた。加藤康子さんを通じ海外の専門家（スチュワ

ートスミス）の評価を受けたところ「一つだけでは厳しい。ストーリー性を構築すれば可能  

  性がある」との評価を受けた。 

 ・世界遺産の暫定リストが 2 件になり、文化庁が提案を募集した。 

 

■ヒアリング項目２＜登録までにスケジュール＞ 

 ・別紙のとおり。 
・イコモス勧告（平成２７年５月４日）において，推薦案件の名称を「明治日本の産業⾰命遺

産〜製鉄・製鋼，造船，石炭産業〜」と変更する旨の勧告がなされた。 

■ヒアリング項目３＜資産の評価＞ 

 ・構成資産のコンセプトや個々の資産評価に関する検討研究会は次のとおり 

 ・⿅児島県から各市にシートを送信し、記載してもらう 

 (1)⿅児島県 

①九州近代化産業遺産研究委員会の開催（委員⻑：東京大学 ⻄村教授） 

   ・平成 17 年 12 月、平成 18 年 3 月の 2 回開催 

・コンセプトづくりや構成資産の検討 

  (2)「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会 

①専門家委員会の開催（平成 20 年 12 月に設置、計１０回開催） 

 後半は実質的に東京で開催 

   ②標記専門家委員会の下に、推薦書作成委員会の開催（平成 24 年 6 月設置） 
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  (3)国（内閣官房） 

①稼働中の産業遺産を含む産業遺産に関する有識者会議 

 

■ヒアリング項目４＜世界遺産登録後の影響＞ 

 ・旧集成館の訪問客（６，７月）は前年⽐ 2 倍以上など、世界遺産の登録の効果がみられる。 

  

■ヒアリング項目５＜道内の調査の実施＞ 

 ・国内⽐較調査（石炭産業及び製鉄・鉄鋼、造船）は別紙のとおり。 

 ・石炭産業については、当県世界文化遺産課 宮本技術主査が実施。 

①① ⼣張地域史研究資料調査室で，１８５０年〜１９１０年代の石狩炭田・炭鉱に関する

既存研究・資料等，同年代を中心とした現存する遺構調査（炭鉱施設，関連施設）につい

て調査を実施。 

② 釧路市⽴博物館で，１８５０年〜１９１０年代の釧路炭田・炭鉱に関する既存研究・資

料等，同年代を中心とした現存する遺構調査（炭鉱施設，関連施設）などについて調査を

実施。 

 

■ヒアリング項目６＜世界遺産登録に向けた推進体制＞ 

 ・H20.9 まで企画課計画管理班で兼務対応 

 ・H20.12.1〜企画課内に推進室を設置 

 

■その他 

・田川市や唐津市など、構成資産から漏れた場合は、協議会にオブザーバーとして参加 

・協議会では、来年度以降、スマートフォンのＡＲや３Ｄ機能を活⽤したアプリを開発する予

定。 

 

備  考 

（調査で入手した参考とすべき資料や聴き取り先など、今後の調査に役⽴つ情報があれば記載） 

■国内⽐較調査について 

 ・石炭産業については、一部の地域の有識者にヒアリング調査を⾏ったのみで、道や市町に照

会は⾏っていない。また、製鉄については、⺠間分野を対象外としており、国内⽐較調査が

不⼗分な⾯も⾒受けられる。 

 ・構成資産から漏れた田川市において、最近、発掘調査を実施した旨、大牟田市の坂井主査よ

り把握。 
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ド
イ
ツ
・
ル
ー
ル
鉱
工
業
地
域
の
「
ＩＢ
Ａ
エ
ム
シ
ャ
ー
パ
ー
ク
構
想
」

の
調
査
結
果
の
概
要

【ル
ー
ル
地
域
の
位
置
】

資
料
２
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■
調
査
行
程

○
日

程
：
８
月
１
１
日
（
火
）
～
８
月
１
４
日
（
金
）

○
主
催
者
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
炭
鉱
の
記
憶
推
進
事
業
団

○
解

説
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
炭
鉱
の
記
憶
推
進
事
業
団

理
事
長

吉
岡
宏
高
（
札
幌
国
際
大
学
教
授
）

○
調
査
箇
所
：
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ュ
ル
ヘ
ン
（
ズ
リ
山
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
化
、
炭
鉱
住
宅
改
築
、
産
業
パ
ー
ク
）

ボ
ッ
ト
ロ
ッ
プ
（
ズ
リ
山
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
化
）

ウ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
（
製
鉄
所
設
備
の
ア
ー
ト
利
用
、
産
業
博
物
館
）

デ
ュ
ー
イ
ス
ブ
ル
ク
（
製
鉄
所
の
公
園
化
）

ワ
ル
ト
ロ
ッ
プ
（
舟
運
施
設
）

ヘ
ル
テ
ン
（
ズ
リ
山
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
化
、
立
坑
保
存
景
観
公
園
）

エ
ッ
セ
ン
（
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
立
坑
・
選
炭
施
設
・
コ
ー
ク
ス
工
場
な
ど
）

ボ
ッ
フ
ム
（
国
立
鉱
業
博
物
館
、
鉄
道
博
物
館
）

ド
ル
ト
ム
ン
ト
（
州
立
炭
鉱
博
物
館
）

ハ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
（
製
鉄
所
の
公
園
化
）

※
適
宜
、
炭
鉱
遺
産
施
設
職
員
・
学
芸
員
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

※
元
独
日
協
会
会
長

片
岡
惇
氏
（
元
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
商
工
会
議
所
会
頭
、
元

N
E

C
欧
州
会
長
）

と
の
意
見
交
換
も
実
施

○
参
加
者
：
美
唄
市
長

高
橋
幹
夫
、
商
工
観
光
課
職
員

空
知
総
合
振
興
局
地
域
政
策
部
長

柏
木
文
彦
、
地
域
政
策
課
長

東
貴
弘

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
炭
鉱
の
記
憶
推
進
事
業
団

理
事
長

吉
岡
宏
高
、
事
務
局
職
員

2
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■
Ｉ
Ｂ
Ａ
エ
ム
シ
ャ
ー
パ
ー
ク
構
想

○
構
想
の
背
景

ル
ー
ル
地
域
は
、
良
質
な
石
炭
を
も
と
に
鉄
鋼
ま
で
一
貫
生
産
し
、
ド
イ
ツ
の
高
度
成
長
を
支
え
て
き
た
が
、

1
9

7
0
年
後
半
か
ら
産

業
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
、
石
炭
鉱
業
・
鉄
鋼
業
は
急
激
に
衰
退
。
一
方
、
重
化
学
工
業
化
と
引
き
替
え
に
汚
染
さ
れ
た
自
然
環
境
や
破

壊
さ
れ
た
景
観
な
ど
、
経
済
的
・
環
境
的
な
負
の
遺
産
だ
け
が
残
っ
た
。

特
に
エ
ム
シ
ャ
ー
川
流
域
は
最
も
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
環
境
的
に
も
経
済
的
に
も
立
て
直
そ
う
と
、
地
域
の
再
生
を
目
指

し
て
構
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

〇
概
要

総
面
積

8
0

0
㎢
（
東
西

8
0
㎞
・
南
北
約

1
0
㎞
・
人
口

2
2

0
 万

人
）
に
及
ぶ
大
規
模
な
エ
リ
ア
で
、
国
際
建
築
展

＝
Ｉ

B
A

 

（
In

te
rn

a
ti
o
n

a
le

B
a
u

A
u

s
s
te

llu
n

g
）
と
い
う
伝
統
的
手
法
を
活
用
し
て
、
緑
地
帯
の
再
生
、
産
業
遺
産
の
保
存
と
活
用
、
居
住
環

境
の
整
備
、
新
産
業
育
成
の
基
盤
づ
く
り
な
ど
が
、

1
9

8
9

 年
か
ら

1
0

 年
間
の
時
限
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｉ
Ｂ
Ａ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
と

し
て
展
開
さ
れ
た
。

○
目
的

ル
ー
ル
地
方
が
重
工
業
産
業
の
下
で
被
っ
て
き
た
、
環
境
や
景
観
に
対
す

る
障
害
を
除
去
し
、
工
業
的
な
景
観
の
中
で
生
活
す
る
住
民
の
生
態
系
的
・

都
市
的
・
社
会
的
な
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
り
、
具
体
的
な
事
業
計
画

は
、
次
の
２
フ
レ
ー
ム
（
５
項
目
）
に
集
約
で
き
る
。

(1
)工

業
的
景
観
の
直
接
的
な
修
景

①
緑
地
帯
の
再
生

②
河
川
水
系
の
環
境
改
善

③
歴
史
的
遺
産
の
保
全
活
用

(2
)住

宅
や
産
業
拠
点
の
面
的
な
再
生
と
い
う
建
築
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
取
組

④
住
宅
を
核
と
す
る
都
市
再
生

⑤
産
業
パ
ー
ク
構
想

【
産
業
遺
産
の
保
存
と
活
用
】

取
組
の
中
で
も
、
産
業
遺
産
の
保
存
と
活
用
は
最
も
重

要
な
方
針
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

広
大
な
産
業
遺
産
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
活
か
し
た
空
間
に
、

世
界
か
ら
様
々
な
専
門
家
が
参
集
し
、
産
業
遺
産
に
は
新

た
な
価
値
が
注
入
さ
れ
た
。

地
域
の
産
業
文
化
の
伝
承
と
、
産
業
遺
産
を
巡
っ
て
歩

く
新
た
な
観
光
交
流
が
実
現
し
、
地
域
の
ベ
ク
ト
ル
は
衰

退
か
ら
発
展
へ
と
大
き
く
切
り
替
わ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
新
し
い
産
業
が
生
ま
れ
た
り
定
住
が
促

進
さ
れ
る
な
ど
、
様
々
な
波
及
効
果
が
現
れ
て
い
る
。

3
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4 ■
ズ
リ
山
の
景
観
公
園
・
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
活
用

ズ
リ
山
の
頂
上
を
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
や
、
階
段
、
遊
歩
道
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
を
作
る
な
ど
し
て
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所

に
改
変
し
た
り
、
ま
た
、
地
域
全
体
を
見
渡
し
た
り
、
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
場
所
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。

＜
ボ
ッ
ト
ロ
ッ
プ
＞

＜
ヘ
ル
テ
ン
＞

テ
ト
ラ
エ
ー
ダ
ー
と
い
う
作
品
（
頂
上
ま
で
登
れ
る
）
を
展
示
（
高
さ

5
0
ｍ
）

ア
ー
ト
作
品
を
展
示
し
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
や
階
段
も
整
備

■
立
坑
の
保
全
と
活
用

最
盛
期
に
は
、
約
２
０
０
基
の
立
坑
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
約
４
０
基
の
立
坑
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
立
坑
を
核
に
景
観
公
園
化
さ
れ

た
り
、
ま
た
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
り
、
博
物
館
と
し
て
保
存
・
活
用
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。

ま
た
、
発
電
施
設
等
の
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
ま
ま
展
示
さ
れ
る
な
ど
、
あ
り
の
ま
ま
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
取
組
と
し

て
、
立
坑
や
ズ
リ
山
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
や
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
併
設
な
ど
様
々
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。

＜
ヘ
ル
テ
ン
＞

＜
エ
ッ
セ
ン
：
世
界
遺
産
＞

＜
ボ
ッ
フ
ム
＞

＜
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ュ
ル
ヘ
ン
＞

３
タ
イ
プ
の
立
坑
を
保
存
し
景
観
公
園
化

立
坑
と
選
炭
施
設
、
近
代
建
築
物
（
バ
ウ
ハ
ウ
ス
様
式
）

国
立
鉱
業
博
物
館

立
坑
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

美
術
館
と
し

て
も
利
用

主
な
取
組

4
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